
福祉複合施設つばきの杜ののいちエントランスホール家具購入事業 実施要領 

 

 

１ 概要 

この要領は、福祉複合施設つばきの杜ののいちエントランスホールで利用

する家具の購入を行う「福祉複合施設つばきの杜ののいちエントランスホー

ル家具購入事業（以下「本事業」という。）」に適用する。 

 

２ 対象物品    

別紙「福祉複合施設つばきの杜ののいちエントランスホール家具購入事

業 家具仕様書」のとおり。 

 

３ 納入場所及び納入期限 

 （１）納入場所 

    福祉複合施設つばきの杜ののいち（野々市市矢作三丁目１番地２） 

 （２）納入期限 

    令和９年１月 22 日（金） 

なお、納入日は、福祉複合施設つばきの杜ののいち改修工事の施工状況

を踏まえ、市と協議のうえ決定するものとする。 

 

４ 契約の範囲  

運搬・搬入・組立・据付等本業務完成までの一切の作業及び諸手続とする。 

 

５ 完納 

   受注者は、物品完納届を市に提出し、市の行う検査の合格をもって完納と

する。 

 

６ 保証 

   物品の検収日の翌日から起算して１年以内に生じた破損、障害等の不具

合で、明らかに製作上の不備によるものについては、受注者の負担で速やか

に修理又は新品との交換を行うものとする。 

 

７ 提出書類 

   納品時には以下のものを提出すること。 

   ① 物品完納届           １部 

   ② 物品写真            １部 

   ③ その他野々市市の指定するもの 



８ 仕様書の疑義 

   この仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、担当職

員と協議のうえ決定するものとする。 


